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　先日「下阪本学区まちづくり協議会　設立総会」が開かれ、いよいよ令和４年４月１日より
「下阪本学区まちづくり協議会」がスタートします！
　ずっと下阪本に住んでおられる方、最近下阪本に住み始めた方、どんな方にとっても今以上
に住みやすいまちへと発展させるために発足されました。さまざまなご意見や課題に耳を傾け、
「住んでよかった満足度No.1のまち」を目指していきます。
　いまの時代だからこそ横のつながりを大切に、情報共有・連携を強め、皆さまをサポートで
きるようあらゆる活動を考えてまいります。

まちづくり協議会とは

お問い合わせ：三田　光夫
TEL：090-5040-9408
MAIL：shimosaka-machikyo@outlook.jp
HP：https://shimosaka-machikyo.net

まち協会員募集中！
※詳細は下記までお問い合わせ下さい。
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事務局
○協議会の
　　　資料作成
○会計事務

○協議会の議決機関
○事業計画、予算・決算の協議決定

組織運営にあたる審議・決定
など協議会の統括・運営機能

協議会の担当分野における
実施主体であり、分野ごとに活動


